津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第１条　この要綱は、本町経済の発展、産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、空き家等を活用してサテライトオフィス等を開設するものに対し、予算の範囲内において津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)　企業等　民間の企業若しくは組合又は一般社団法人若しくは一般財団法人をいう。
(2)　町外企業等　町外に本社及び主たる事業所等を有する企業等をいう。
(3)　空き家等　地域活性化センター及び津奈木町空き家バンク登録台帳に登録された空き家をいう。
(4)　サテライトオフィス等　町外企業等が情報通信技術の活用により本拠の事務所から離れた場所に設置する事業所（単なる営業店舗を除く。）又はそれに類似する業務を行う事業所をいう。
(5)　産業振興棟オフィス　地域活性化センターひらくに産業振興棟オフィスに開設する事務所をいう。
(6)　新規雇用者　事業開始日に新たに１年以上引き続いて常時雇用される者で、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第４条第１項に規定する被保険者をいう。
(補助対象事業)
第３条　補助金の対象となる事業は、統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する統計基準である日本標準産業分類のうち、別表第1に掲げる事業又は町長が必要と認める事業（以下「補助対象事業」という。）とする。
(補助対象事業者)

第４条　補助対象事業者は、空き家等に事業所を開設し、操業する事業者で次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、第８条第１項第１号に規定する補助のみを受ける場合はこの限りではない。
（1）　事業開始日において本社の従業員を１名以上配置するか、新規雇用者を１名以上雇用する者
（2） 補助対象事業を３年以上継続して計画的に行う町外企業等
（3） 町と立地協定を締結し、かつ、立地協定から３年以内に操業を開始する者
（4） 国税、都道府県税及び市町村民税の滞納がない者

２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の対象としない。

(1)　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法律第１２２号)の適用を受ける事業又は公序良俗に反する事業を行う者
(2)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」という。)第２条第２号に規定する暴力団に該当する者
(3)　前２号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付する者としてふさわしくないと認めるもの
（適用企業等の指定及び指定の申請）
第５条　町長は、前条の規定に該当すると認めるときは、町外企業等をこの要綱を適用する企業等（以下「適用企業等」という。）として指定する。
２　前項の規定による適用企業等の指定を受けようとする事業者（以下「申請者」という。）は、事業の開始前３０日までに、津奈木町サテライトオフィス等支援事業適用企業等指定申請書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。
３　町長は、前項に規定する申請書を受理した場合において、第１項の規定による指定をしたときは、当該申請者に対し、津奈木町サテライトオフィス等支援事業適用企業等指定書（様式第２号）を交付するものとする。
(事業開始の報告)

第６条　前条第３項に規定する指定書の交付を受けた者（以下「指定事業者」という）は、当該適用事業所の操業開始後１０日以内に事業開始報告書（様式第３号）を町長に提出しなければならない。
(指定内容の変更等)

第７条　指定事業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から１０日以内にそれぞれ当該各号に定める報告書を町長に提出しなければならない。
（1） 事業計画の内容について変更が生じたときは、あらかじめ事業計画変更報告書（様式第４号）を町長に提出しなければならない。
（2） 事業を休止又は廃止した場合は、事業休止・廃止報告書（様式第５号）
（3） 事業を再開した場合は、事業再開報告書（様式第６号）

(補助金の区分、補助対象経費及び補助金額)
第８条　補助金の区分は次の各号とし、補助対象経費及び補助金額は別表第２表のとおりとする。
　(1)　建物改修補助金
　(2)　投下固定資産額及び投下リース資産額補助金
　(3)　旅費補助金
　(4)　事業所賃借料補助金
　(5)　専用通信回線・クラウドサービス使用料補助金
　(6)　新規雇用者補助金
２　前項の規定により補助金の算定にあたって千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第９条　補助金の交付を受けようとする企業等(以下「申請者」という。)は、津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金交付申請書（様式第７号）に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
２　前項の申請書の提出時期は、別表第２のとおりとする。
　(補助金の交付決定)
第10条　町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金交付決定通知書（様式第８号）により申請者に通知するものとする。
２　第８条第２号から第６号に係る申請に関しては前項の決定通知をもって確定通知とみなすものとする。
 (事業変更の承認)
第11条　前条の規定により、交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、当該申請の内容又は経費の配分を変更しようとする場合若しくは当該事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は当該事業の遂行が困難になった場合は、津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金変更承認申請書（様式第９号）を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる軽微な変更の場合については、この限りでない。
　(1)　この要綱の目的を損なわない事業計画の軽微な変更であって、補助金の額に増減が伴わないものである場合
　(2)　補助対象経費の変更が２０パーセント以内である場合
　(3)　別表第２の補助金の区分の間における配分額の変更が２０パーセント以内である場合
(実績報告書)
第12条　交付決定者は、補助対象期間における各年度の補助対象事業が終了したときは、当該年度の補助対象事業の完了日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1か月を経過した日又は当該年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い期日までに、津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金実績報告書(様式第１０号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)
第13条　町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金確定通知書(様式第１１号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)
第14条　交付決定者は、前条の補助金の交付確定の通知を受けたときは、津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金請求書(様式第１２号)を町長に提出するものとする。
２　町長が補助事業遂行上必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払いすることができる。補助金の概算払いを請求するときは、津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金概算払請求書（様式第１３号）によるものとする。
(財産処分の制限)
第15条　交付決定者は、補助事業により取得した財産(以下「取得財産等」という。)のうち取得価額又は効用の増加価額が50万円以上の機械及び器具について、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間(以下「財産処分制限期間」という。)内において、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、担保に供し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。
２　交付決定者は、前項の承認を受けようとする場合は、津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金財産処分承認申請書(様式第１４号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

３　町長は、前項の申請書の提出があったときは、交付した補助金のうち、取得財産等を補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供した時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を返還させることができる。
（交付決定の取消し）
第16条　町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
（1）事業を中止し、又は廃止したとき
（2）虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
（3）補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
（4）津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金交付要綱に違反する行為があったとき。
（5）前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと町長が認めたとき。
（補助金の返還）

第17条　町長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、この要綱に定められた義務を履行しないとき、又はその他補助金の交付に関し町長の指示に従わないときは、交付決定等を取り消し、期限を定めて、既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(その他)
第18条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

　　　
附　則

この告示は、令和７年９月１８日から施行する。
別表第１(第３条関係)
	大分類(分類コード)
	対象事業(分類コード)

	情報通信業(G)

	ソフトウェア業(391)、情報処理・提供サービス業(392)、インターネット付随サービス業(40)

	学術研究，専門・技術サービス業(L)
	学術・開発研究機関(71)、専門サービス業(他に分類されないもの)(72)、機械設計業(743)

	教育，学習支援業(O) 
	学校教育(81)、その他の教育，学習支援業(82)


別表第２表(第８条関係)
	号数
	補助区分
	補助対象経費
	交付申請の時期
	補助率
	補助額

	（1）
	建物改修補助金
	サテライトオフィス等及び産業振興棟オフィスの開設に係る改修（専用回線設置費含む）、家財等の撤去作業及び清掃作業に要する経費
	適用企業等の指定を受けた日から工事着工までの間
	補助対象経費の2/3以内
	・上限50万円（地域活性化センターの場合は300万円）
・下限10万円

	（2）
	投下固定資産額及び投下リース資産額補助金
	(1) 投下固定資産額

事業開始の日までに取得した固定資産（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３４１条第３号及び第４号に規定するものをいう。）のうち、事業の用に供するものの固定資産台帳の取得価格（消費税を除く。）。
(2) 投下リース資産額

投下固定資産額に規定する固定資産を法人税法（昭和４０年法律第３４号）第６４条の２第３号に規定するリース取引による資産取得価格
	初年度
事業を開始した日から40日以内
	補助対象経費の1/3以内
	上限300万円

	（3）
	旅費補助金
	適用企業等の指定を受けた日から事業開始の日までの間に本社所在から事業所までの往復に要した旅費
	
	補助対象経費の10/10以内
	上限20万円

	（4）
	事業所賃借料補助金
	事業所の年間賃借額（敷金、権利金に類する諸経費を除く）　
〇事業開始から３年間
	２年目
　事業開始後１年を経過した日から30日以内
３年目以降
　当該２年目分提出期限に対応する日以内とする
	補助対象経費の1/2以内
	指定事業所当たりの左記の号数（4）の賃借額は、3.3㎡当たり月額1万円を上限とし、号数（4）～（6）の1年間の合計補助上限額は200万円とする。

	（5）
	専用通信回線・クラウドサービス使用料補助金
	事業の用に供する専用通信回線（クラウド使用料含む）の年間使用料　
〇事業開始から３年間
	
	
	

	（6）
	新規雇用者補助金
	新規雇用者として雇われたもののうち、町内在住の雇用者
〇事業開始から３年間
	
	補助対象人員一人につき10万円
	


様式第１号(第５条関係)
年　　月　　日

津奈木町長　　

申請者　 所在地
企業名　　　　　　　　　　　

代表者名　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
津奈木町サテライトオフィス等支援事業適用企業等指定申請書
次のとおり　　年度津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金交付要綱第５条の規定により適用企業として指定を受けたいので、下記のとおり関係書類を添付して申請します。

記

1　事業種目
2　事業開始予定年月日
3　添付書類
（1）事業者概要書
（2）事業計画書

（3）現在事項証明書の写し又は登記簿謄本の写し
（4）国税、都道府県税及び市町村民税の滞納がないことの証明
（5）その他町長が必要と認める書類
事業者概要書
	企業名
	

	所在地
(本社)
	〒



	代表者氏名
	

	代表者住所
	〒



	連絡先
	事務担当者

氏　　　名
	

	
	事務担当者

電話番号
mailｱﾄﾞﾚｽ
	

	
	代表者
電話番号
mailｱﾄﾞﾚｽ
	

	事業者の
概要
	設立年月日
	
	従業員数
	

	
	事業内容
	

	
	組織
	

	サテライトオフィス等の概要
	所在地
電話番号
	

	
	利用者名
住　所
	

	
	実施する
事業概要
	

	
	設置(利用)期間
	

	
	設置に係る取得費又は賃借料
	

	添付書類
	・補助事業者の定款又は規約及び登記簿謄本
・補助事業者の最新年度における決算書(初年度申請時に限る)
・サテライトオフィス等の土地売買契約又は賃貸借契約の写し


事業計画書
事業者名　　　　　　　　　　　　　　

	事業名
	

	事業の背景(サテライトオフィス等事業に取り組もうとする背景、きっかけ等)

	

	事業の目的(どのような効果を狙って事業を実施するか等)

	

	事業の内容(事業の内容、仕組み等)

	

	事業の実施体制(事業に携わる人員体制、雇用の計画、地域の協力者等)

	

	今年度のスケジュール(事業の実施スケジュール)

	

	次年度以降の事業展開

	


※　参考となる資料、イメージ図等がある場合は別に添付してください。

様式第２号(第５条関係)
第　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　様

津奈木町長　　　　　　　

津奈木町サテライトオフィス等支援事業適用企業等指定書
津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金交付要綱第５条第１項及び第３項の規定により適用企業として下記のとおり指定します。

記

1　事業所の名称及び所在地
2　本社の所在地及び代表者氏名
3　事業種目
4　指定についての条件
様式第３号(第６条関係)
年　　月　　日

津奈木町長　　

申請者　 所在地
企業名　　　　　　　　　　　

代表者名　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
事業開始報告書
令和　　年　　月　　日付け津政第　　号で津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金交付要綱第５条による適用事業所として指定を受けました当事業所は下記のとおり事業を開始しましたので津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金交付要綱第６条の規定により報告します。

記

1　事業所の名称及び所在地
2　操業開始年月日
様式第４号(第７条関係)
年　　月　　日

津奈木町長　　

申請者　 所在地
企業名　　　　　　　　　　　

代表者名　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
事業計画変更報告書
下記のとおり事業計画の変更を行いましたので、サテライトオフィス等支援事業補助金交付要綱第7条第1号の規定により、関係書類を添付して申請します。
記
1　適用事業所指定書の日付及び番号
　 


2　事業変更計画の概要
3　新旧計画の対比
様式第５号(第７条関係)
年　　月　　日

津奈木町長　　

申請者　 所在地
企業名　　　　　　　　　　　

代表者名　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
事業休止・廃止報告書
下記のとおり事業を休止・廃止しましたので、サテライトオフィス等支援事業補助金交付要綱第7条第2号の規定により報告します。

記
1　事業所名
2　適用事業所指定書の日付及び番号
　 


3　操業開始年月日
4　事業を休止・廃止した年月日
5　事業を休止・廃止した理由
6　事業を休止・廃止した後の措置又は見通し
様式第６号(第７条関係)
年　　月　　日

津奈木町長　　

申請者　 所在地
企業名　　　　　　　　　　　

代表者名　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
事業再開報告書
下記のとおり事業を再開しましたので、サテライトオフィス等支援事業補助金交付要綱第7条第3号の規定により報告します。

記
1　事業所名
2　適用事業所指定書の日付及び番号
　 


3　事業を休止した年月日
4　事業を再開した年月日
5　再開後の事業計画書
様式第７号(第９条関係)
年　　月　　日

津奈木町長　　
申請者　 所在地
企業名　　　　　　　　　　　

代表者名　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金交付申請書
次のとおり　　年度津奈木町サテライトオフィス等支援事業を実施したいので、サテライトオフィス等支援事業補助金交付要綱第9条の規定により、関係書類を添付して申請します。

記
1　申請額　　　　　　　　　　　　　円　
2　適用事業所指定書の日付及び番号（指定を受けた場合のみ）
　 

3　事業内容
4　事業所の名称及び所在地
5　添付書類 
・第8条第1号の申請の場合
（1）改修等工事を行う箇所の写真、配置図、設計図、平面図等
（2）改修等工事に係る見積書又は経費積算書
（3）店舗等の賃貸契約書の写し（賃貸物件の場合）
（4）その他町長が必要と認める書類

・第8条第2号から第6号の申請の場合
（1）実績報告書
（2）各補助区分の対象経費が確認できる書類
（3）その他町長が必要と認める書類

様式第８号(第10条関係)
第            号
　年　月　日　

　　　　　　　　　様

津奈木町長　　　　　　　

津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金交付決定通知書

　　年　　月　　日付けで申請のありました　　年度津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金の交付について、
津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金交付要綱第10条の規定により通知します。

1　補助金交付決定額　　金　　　　　　　　　円

2　津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金交付要綱第16条で定める財産処分制限期間は、次のとおりとする。

	取得財産等の品目
	財産処分制限期間

	
	


様式第９号(第11条関係)
年　　月　　日

　津奈木町長　　

申請者　 所在地
企業名　　　　　　　　　　　

代表者名　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金変更承認申請書

　　　年　　月　　日付け　　　　第　　　号で補助金交付の決定を受けた津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金について、次の理由により事業の変更をしたいので、津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金交付要綱第11条の規定により申請します。

1　変更の理由

2　変更の内容

	科目
	経費の内容
	補助事業に要する経費
	補助金額
	備考

	
	
	変更前
	変更後
	変更前
	変更後
	増減
	

	
	
	
	
	
	
	
	


様式第10号(第12条関係)
年　　月　　日

津奈木町長　　

申請者　 所在地
企業名　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印) 

津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金実績報告書

　　　　年度津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金について、次のとおり実施したので、津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金交付要綱第12条の規定により関係書類を添付して報告します。

1　事業報告書　　

2　収支決算書　　

3　その他添付書類

　　　

事業実績報告書
	事業名
	

	事業の実施内容(事業の内容)

	

	事業の実施体制(事業に携わる人員体制、雇用の状況、地域の協力者等)

	

	事業の成果及び今後の取組み

	

	次年度以降の事業展開

	


添付資料
（1）補助金算定基礎及び支出に関する添付資料（領収書等）

（2）参考となる資料、イメージ図等がある場合は別に添付

補　助　金　算　定　基　礎
	区　　分
	算定基礎
	摘要

	（1）建物改修
	所要額　（円）
	支払済額（円）
	

	内訳
	
	
	
	

	
	合　計
	
	
	


	区　　分
	算定基礎
	摘要

	（2）投下固定・リース資産額
	所要額　（円）
	支払済額（円）
	

	内訳
	建物本体
機械設備
オフィス機器
その他
	
	
	

	
	合　計
	
	
	

	（3）旅費
	（期間）
　　年　　月　～
　　年　　月分
	
	

	（4）事業所賃借料
	（期間）
　　年　　月　～
　　年　　月分
	
	

	（5）専用通信回線使用料
	（期間）
　　年　　月　～
　　年　　月分
	
	

	（6）新規雇用のべ月数
	（期間）
　　年　　月　～
　　年　　月分
	
	


新規採用者人数
	区分
	新規雇用者の人数
	うち　配転

	・事務
・営業
	
	

	計
	
	


様式第11号(第13条関係)
第　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　 様

    津奈木町長　　　　　　　　

津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金確定通知書

年　　月　　日付けで実績報告のあった津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金について、実績報告書の審査を行った結果、次のとおり交付すべき補助金の額を確定したので、津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金交付要綱第13条の規定により通知します。

　　　補助金確定額　　金　　　　　　　　　　円

様式第12号(第14条関係)
年　　月　　日

津奈木町長　　

申請者　 所在地
企業名　　   　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
　
津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金請求書

　　　年　　月　　日付け　　　　第　　　号で交付確定のあった津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金について、津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金交付要綱第14条の規定により請求します。

1　補助金確定額　　　　　　金　　　　　　　　　　円
　　　　　　　　　　
2　請求額

	補助金交付決定額　①
	既概算交付額　②
	差  引  額

①－②＝③
	今回請求額
	備考

	　　　　　　　　


	　　　　　　　　
	　　　　　　　　


	　　　　　　　　


	


3　補助金の振込先

	金融機関名
	

	本・支店名
	本店・支店

	預金種目
	当座・普通

	口座番号
	

	フリガナ
	

	口座名義人
	


様式第13号(第14条関係)
年　　月　　日

　津奈木町長　　

申請者　 所在地
企業名　　　　　　　　　　　

代表者名　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金概算払請求書

　　年　　月　　日付け　　　　第　　　号で交付決定を受けた津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金について、津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金交付要綱第14条の規定により概算払いの請求をします。

1　補助金決定額　　　　金　　　　　　　　　　円
　　　　　　　　　　
2　概算払請求額

	補助金交付決定額　①
	既概算交付額　②
	差  引  額

①－②＝③
	今回概算請求額
	備考

	　　　　　　　　


	　　　　　　　　
	　　　　　　　　


	　　　　　　　　


	


　概算払い請求の理由

3　補助金の振込先

	金融機関名
	

	本・支店名
	本店・支店

	預金種目
	当座・普通

	口座番号
	

	フリガナ
	

	口座名義人
	


様式第14号(第15条関係)
　　　　　

年　　月　　日

津奈木町長　　

申請者　所在地
企業名　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印) 
津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金財産処分承認申請書

　　　年度津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金に係る補助事業により取得した財産を、次のとおり処分したいので、津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金交付要綱第15条第2項の規定により申請します。

1　処分しようとする財産の明細

2　処分の内容

3　処分しようとする理由

4　その他必要な書類

